


働き方改革関連法によって、令和６年４月から時間外労働時間の上限が 960 時間となり、

また、同年改定施行される「改善基準告示」により、トラックドライバーの拘束時間がこ

れまでの月間 293 時間（年間 3,516 時間）から、月間 284 時間（年間 3,300 時間）に短く

なるなど、これまで可能であった輸送が、影響を受ける可能性があります。 

しかしながら、運送事業者は、荷主企業との関係から、荷主都合による荷待ち時間の増

加や無理な発着時間の指示、さらに、費用負担のない荷役作業等の依頼に否応なく応諾せ

ねばならない実態により、本来すべき交通事故・労働災害防止のための運転者の安全管理

や車両整備など安全運行等の措置が十分に担保できない状況に置かれています。 

また、昨今の燃料価格高騰により、トラック運送事業の経営は危機に瀕しているものの、 

荷主も苦境にあることから燃料価格上昇分の運賃価格への転嫁（燃料サーチャージ）が容

易に行えない実態もあり、安全運行の原資の確保もできにくい経営環境にあります。 

これらの状況を踏まえ、政府では「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑

化パッケージ」を策定し、価格転嫁対策についても全力で取り組んでいるところです。 

 さらに、国土交通省では、公益社団法人全日本トラック協会と連携し、燃料価格高騰で

転嫁できずに苦しむトラック運送事業者が少しでも交渉しやすい環境となるよう、協議な

く不当に据え置く「買いたたき」の情報提供を求める広告掲載や「買いたたき」は法令違

反のおそれがある旨の周知活動を行っているところです。 

つきましては、今後の輸送計画策定にあたっては、運送事業者より荷主企業への説明を

行い、理解を得ながら、法令を遵守して働き方改革を進めて行くこととしておりますので、

荷主企業の皆様におかれましては、係る現状をご理解の上、適正な取引と交通事故や労働

災害防止に関しまして、ご理解とご協力を賜りますようお願いします。 

また、トラック輸送が安全・安心のもと、継続的に行われ、経済活動、国民生活に支障

が生じないよう、取引の運送事業者から、燃料費・人件費・自動車整備費等輸送コスト上

昇分の価格転嫁に関して相談があった場合には、不当な据え置き、いわゆる「買いたたき」

とならぬようお願い申し上げます。 

なお、これら多くの課題を踏まえ、国土交通省では、令和２年４月より、「標準的な運賃」

の告示をしており、県内のほとんどのトラック運送事業者より、この届出があっておりま

すことを申し添えます。 
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